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○ 地方公営企業法適用の対象となる交通事業は、軌道法にいう軌道事業、道路運送法にいう自動車運送事業、鉄道事業法に

いう鉄道事業である。この他に海上運送法による船舶運航事業等が公営企業として行われている。

○ 近年ではバス事業において、公営企業で維持することが困難等の理由により、公営企業としては廃止し、民間譲渡やコミュニ

ティバスの導入が行われている。

○ 令和２年に改正された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律を受け、公営交通事業のあり方や経営戦略を策定する

際には、地域の公共交通ネットワーク再構築のための枠組みの中で、一般行政部門やその他の関係機関、地域住民と密接な

連携のもとに検討を行う必要がある。

※事業数には想定企業会計（大阪市の都市高速鉄道、バス及び新交通、観音寺市の船舶）を含む
※決算統計上、東京都の新交通とモノレールを１事業として懸垂電車等事業に含めている

事業数
公営

都道府県営 指定都市営 市営 町村営 企業団営

都市高速鉄道
（鉄道事業・軌道事業）

９ １ ８ － － －

路面電車
（軌道事業）

５ １ ２ ２ － －

バス
（自動車運送事業）

24 ２ ８ 11 ２ １

懸垂電車等
（鉄道事業・軌道事業）

２ １ １ － － －

船舶
（船舶運航事業）

46 － ２ 24 18 ２

＜令和５年３月31日現在事業数＞

＜事業数の推移＞
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（出典）地方公営企業決算状況調査

公営交通事業の概要
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全事業 水道
(含簡水）

工業
用水道 交通 電気 ガス 病院

（含地独法）
下水道 その他

1,236 2 0 501 0 0 500 101 133

1,592 3 0 1,071 0 0 355 66 97

1,885 3 0 1,508 0 0 220 54 100

1,892 3 0 1,619 0 0 146 55 69

R1

R2

R4

R3

資金不足額（地方財政法）

料金収入増減率（R1比）

全事業 水道
(含簡水）

工業
用水道 交通 電気 ガス 病院

（含地独法）
下水道 その他

▲ 6.1 ▲ 3.5 ▲ 1.1 ▲ 29.0 3.1 ▲ 15.4 ▲ 5.2 ▲ 1.6 ▲ 18.3

▲ 2.9 ▲ 1.4 ▲ 1.2 ▲ 23.1 1.8 ▲ 6.4 ▲ 1.3 ▲ 0.9 ▲ 9.3

▲ 1.1 ▲ 3.3 ▲ 2.9 ▲ 13.4 4.5 7.9 2.9 ▲ 1.6 ▲ 9.9

R1⇒R2

R1⇒R3

R1⇒R4

（単位：億円）

（単位：％）
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新型コロナウイルス感染症の公営企業への影響


Sheet1



								全事業 ゼンジギョウ		水道
(含簡水） スイドウ フク カンスイ		工業
用水道 コウギョウ ヨウ スイドウ		交通 コウツウ		電気 デンキ		ガス		病院
（含地独法） ビョウイン フク チドッポウ		下水道 ゲスイドウ		その他 タ

				R1				1,236		2		0		501		0		0		500		101		133

				R2				1,592		3		0		1,071		0		0		355		66		97

				R3				1,885		3		0		1,508		0		0		220		54		100

				R4				1,892		3		0		1,619		0		0		146		55		69



				料金収入 リョウキン シュウニュウ		R1		123,587,203		181,457		0		50,104,546		7,921		0		49,950,494		10,089,745		13,253,040

						R2		159,188,290		280,443		0		107,050,301		24,738		0		35,456,568		6,640,440		9,735,800

						R3		188,467,781		267,910		7,700		150,801,985		26,652		0		21,975,216		5,367,118		10,021,200

						R4		189,234,049		328,168		49,928		161,858,670		25,516		0		14,590,011		5,494,734		6,887,022
















Sheet1



								全事業 ゼンジギョウ		水道
(含簡水） スイドウ フク カンスイ		工業
用水道 コウギョウ ヨウ スイドウ		交通 コウツウ		電気 デンキ		ガス		病院
（含地独法） ビョウイン フク チドッポウ		下水道 ゲスイドウ		その他 タ

				R1⇒R2				▲ 6.1		▲ 3.5		▲ 1.1		▲ 29.0		3.1		▲ 15.4		▲ 5.2		▲ 1.6		▲ 18.3

				R1⇒R3				▲ 2.9		▲ 1.4		▲ 1.2		▲ 23.1		1.8		▲ 6.4		▲ 1.3		▲ 0.9		▲ 9.3

				R1⇒R4				▲ 1.1		▲ 3.3		▲ 2.9		▲ 13.4		4.5		7.9		2.9		▲ 1.6		▲ 9.9



				料金収入 リョウキン シュウニュウ		R1		9,712,140		2,698,312		126,279		543,370		91,023		63,385		4,177,293		1,536,739		475,739

						R2		9,122,433		2,603,656		124,942		385,767		93,854		53,627		3,960,528		1,511,510		388,549

						R3		9,431,993		2,659,792		124,792		417,992		92,688		59,344		4,123,405		1,522,645		431,335

						R4		9,607,569		2,609,674		122,613		470,501		95,149		68,364		4,299,928		1,512,778		428,562

















都市高速鉄道事業一覧
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都市高速鉄道事業に係る主な地方財政措置について（令和６年度）

国庫補助事業として行う新線建設、耐震補強等の建設改良
事業費に対する措置

① 一般会計繰出の対象： 出資（20％）・補助（28.6％）
② 地方債措置の対象 ： ①
③ 交付税措置の対象 ： なし※

※ ただし、H22年度までに整備方針を策定したものは対象（算入率45％）

企業債
25.7%

国庫補助
25.7%出資

20%

企業債
80%

出資
20%

･･･交付税措置があるもの

地下鉄事業の経営健全化に資するため、一定の期間に発
行した地下鉄建設改良費にかかる企業債の利子相当額に対
する措置※１

① 地方債措置の対象 ：対象年度に発行した地方債の支払利子
② 一般会計繰出の対象：①の元金※２
③ 交付税措置の対象 ：②（算入率45％ ※３ ）

※１ 再特例債及び再々特例債は累積欠損金を有する団体に限り対象
再々特例債は発行要件あり

※２ 新々特例債及び続特例債は1.2％を上限に利子も対象
※３ 新々特例債以前は算入率60％

支払利子

一般会計補助
28.6%

国庫補助事業

単独事業

特例債

･･･かつて交付税措置があったもの

地方単独事業として行う新線建設、耐震補強等の建設改良
事業費に対する措置

① 一般会計繰出の対象： 出資（20％）
② 地方債措置の対象 ： ①
③ 交付税措置の対象 ： なし※

※ ただし、H22年度までに整備方針を策定したものは対象（算入率45％）

特例債
（元金）

支払利子

起債発行
（b 発行期間）

地下鉄
建設改良債

(a 起債対象)

一般会計繰出
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a  起債対象 b　発行期間

旧特例債 ～S43 S45～S47

既特例債 ～S46 S48～S57

新特例債 S47～S51 S58～H 4

新々特例債 S52～S57 H 5～H14

続特例債 S58～H2 H15～H24

再特例債 H3～H12 H25～R4

再々特例債 ～H22 R5～R9



主な国の予算措置

7国土交通省資料を一部加工



・事業全体の営業損益は174億92百万円の赤字となっており、 ８事業中６事業で営業赤字を計上している。 また、
事業全体の経常損益は98億48百万円の黒字となっており、８事業中４事業が経常黒字を計上している。

・減価償却費と支払利息が経常費用の約半数を占めるなど、固定資産形成に伴う費用の割合が大きいことが特徴。
・旅客運輸収益は平成26年度から増加していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、平成30年度と比較し

て572億６百万円（14.7％）減少している。一方、支払利息は、企業債の償還が進んでおり平成30年度から151
億85百万円（40.8％）減少している。

・累積欠損金については、平成30年度から265億60百万円（1.9％）減少しているものの、未だ多額の累積欠損金が
残っている。

都市高速鉄道事業の経営状況（大阪市を除く場合）

注：大阪市を除く数値
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（単位：億円）

R1 R2 R3 R4 R4/R1 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4
札幌市 382 280 301 352 92.0 87 ▲10 22 61 (14) 78 153 169

仙台市 158 116 127 141 89.6 ▲25 ▲63 ▲29 ▲16 2 52 83 106

東京都 1,434 954 1,023 1,159 80.8 300 ▲146 ▲64 ▲4 (1,419) (873) (874) (989)

横浜市 398 297 326 357 89.8 79 ▲27 5 21 (115) (15) 47 84

名古屋市 768 535 586 655 85.2 151 ▲87 ▲33 39 129 352 483 522

京都市 258 169 186 223 86.7 23 ▲54 ▲38 ▲7 305 371 417 434

神戸市 187 149 160 177 94.9 15 ▲42 ▲44 ▲30 (73) (61) (34) (32)

福岡市 290 186 209 255 87.9 68 ▲37 1 36 43 139 200 173

計 3,875 2,686 2,917 3,320 85.7 696 ▲464 ▲181 98

団体名
旅客運輸収入 経常損益 資金不足額(資金剰余額)【地財法】

参考：都市高速鉄道事業 団体別経営状況（Ｒ４決算）
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（こうがさき）

※１ 大阪市は、平成30年4月1日に民営化され、大阪シティバスに移行。

令和５年３月31日時点
区分 経営団体 団体数

都県 東京都、長崎県 ２
政令市 ※１ 仙台市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、神戸市、北九州市 ７

市

青森県 青森市、八戸市

１１

山梨県 南アルプス市
長野県 伊那市
大阪府 高槻市
兵庫県 伊丹市
島根県 松江市
山口県 宇部市
徳島県 徳島市
佐賀県 佐賀市

鹿児島県 鹿児島市

町村 東京都 三宅村、八丈町 ２
企業団 鹿児島県 沖永良部バス企業団 １

公営バス 実施団体一覧

法適用企業 計 23事業
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・事業全体の営業損益は261億44百万円の赤字となっており、24事業中２事業（大阪市、伊那市）を除
いて営業赤字を計上している。他会計補助金が147億17百万円計上されているが、事業全体の経常損益
は51億73百万円の赤字となっており、事業別に見ると、24事業中13事業が経常赤字を計上している。

・職員給与費が総費用の半数以上を占めていることが特徴である。
・近年、旅客運送収益に対する職員給与費の割合は減少傾向にあったが、退職給付金の増加や新型コロ

ナウイルス感染症の影響による旅客運送収益の減少等により、平成28年度以降高い水準となっている。
（平成30年度62.8％ 令和元年度64.8％ 令和２年度86.9％ 令和３年度78.4％ 令和４年度64.3％ ）

バス事業の経営状況
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（単位：億円）

R1 R2 R3 R4 R4/R1 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4
青森市 17 15 16 16 92.0 ▲3 ▲4 ▲3 ▲2 2 5 7 10
八戸市 10 9 9 9 87.8 ▲1 ▲2 ▲3 ▲2 (5) (3) (2) (2)
仙台市 64 48 51 55 85.6 ▲4 ▲17 ▲9 ▲5 3 16 20 18
東京都 363 284 313 342 94.2 ▲17 ▲95 ▲56 ▲18 (258) (167) (150) (161)
三宅村 0 0 0 0 60.0 ▲0 0 0 0 (1) (1) (1) (1)
八丈町 1 0 0 1 134.9 ▲0 0 ▲0 0 (0) (0) (0) (1)
横浜市 196 160 172 180 91.9 3 ▲32 ▲11 2 (65) (43) (44) (46)
川崎市 78 61 69 73 93.7 ▲3 ▲17 ▲6 2 (0) 14 21 21
南アルプス市 0 0 0 0 0.0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 (0) (0) (0) (0)
伊那市 0 0 0 1 131.5 0 ▲0 ▲0 0 (2) (2) (2) (2)
名古屋市 175 128 135 145 83.0 12 ▲8 ▲9 ▲9 (56) (38) (19) (5)
京都市 200 140 152 179 89.3 2 ▲48 ▲35 ▲8 (65) (25) 4 7
高槻市 31 24 25 28 92.2 ▲1 ▲5 ▲3 ▲0 (48) (47) (40) (41)
神戸市 95 77 81 85 89.3 ▲2 ▲17 ▲17 ▲9 17 34 50 54
伊丹市 20 17 17 18 87.6 0 ▲1 ▲3 ▲2 (10) (15) (11) (9)
松江市 6 4 4 5 81.2 ▲0 0 0 0 (3) (4) (4) (4)
宇部市 5 4 4 4 76.9 0 ▲1 0 0 (7) (7) (7) (7)
徳島市 3 2 2 2 75.1 ▲0 ▲0 0 0 (2) (2) (2) (2)
北九州市 11 7 8 9 79.3 ▲2 ▲3 ▲2 ▲2 (11) (9) (6) (3)
佐賀市 7 5 5 6 83.6 0 1 0 0 (4) (5) (5) (5)
長崎県 42 26 28 34 81.9 ▲3 ▲6 ▲4 1 (3) 4 9 6
鹿児島市 17 9 8 9 53.3 ▲7 ▲6 ▲3 ▲2 (6) 1 6 5
沖永良部バス企業団 0 0 0 0 84.4 0 0 0 0 (0) (0) (1) (1)

計 1,342 1,020 1,101 1,200 89.4 ▲25 ▲261 ▲165 ▲52 

団体名
旅客運輸収入 経常損益 資金不足額(資金剰余額)【地財法】

参考：バス事業 団体別経営状況（Ｒ４決算）
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２．交通事業債（経営改善推進事業）の創設
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参考：特別減収対策企業債の延長

○ 新型コロナウイルス感染症により資金不足額が発生又は拡大する公営企業は、当該不足額について
資金手当に係る企業債が発行できる（特別減収対策企業債）。

○ 発行済の特別減収対策企業債の償還利子の１／２の額を一般会計から繰出し。
なお、当該繰出しには特別交付税措置（措置率０．８）を講じる。

○ 償還年限は原則１５年以内

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための取組に伴う利用者の減少等により、公営企業
において大幅な収入減が発生していることから、交通、病院など住民生活に不可欠な公営企業の資金
繰りを円滑にするため、令和２年度に資金手当措置として「特別減収対策企業債」の制度を創設。

新型コロナウイルス感染症の影響により令和５年度も公営企業の減収が発生するおそれがあること
から、同感染症に伴う減収による資金不足について、令和５年度も引き続き「特別減収対策企業債」の
制度を継続。

＜措置の内容＞

平成３０年度又は
令和元年度の
資金不足額のうち
いずれか小さい額（ａ）

当該年度資金不足額（ｂ）

特別減収対策企業債（ｂ－ａ）

償還利子の１／２を一般会計繰出

R5年度
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１.趣旨 ○ 公営地下鉄事業の経営健全化に資するため、地下鉄事業の建設改良費に係る企業債の利子相当額を
対象として地下鉄事業特例債（以下「再々特例債」という。）の発行が可能。当該再々特例債の元金
について一般会計繰出しの対象とし、所要の財政措置を講ずるもの。

２.内容 対象団体 累積欠損金を有する団体
起債対象 平成22年度以前発行の建設改良債に係る利子（発行要件あり）
発行期間 令和5年度～令和9年度 【借入条件】民間等資金、10年以内償還
地財措置 元金償還金を全額一般会計繰出、45%普通交付税措置

※利子に対する地財措置なし。

利子

元金
（H22年度以前発行）

R5～R9年度
「再々特例債」発行 元金

利子

一般会計繰出

45％交付税措置

企業負担
【イメージ図】

＜建設改良債＞

＜再々特例債＞

各地下鉄事業の経営が引き続き厳しい状況である中で、新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境の変化が生じて
いることを踏まえ、経営戦略の改定状況に応じた発行要件を設けた上で５年間延長し、引き続き地方財政措置を講ずること
とする。

参考：地下鉄特例債（再々特例債）の概要R5年度
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【発行期間】 令和６年度～令和８年度

テレワークの普及等の影響を受け、コロナ禍前比で1割以上の減収が継続するなど構造的な課題を抱える交通事業について、

改定経営戦略等に基づき策定する計画により、適切に経営改善に取り組む団体の資金繰りを円滑にし、経営改善を促進する

ため、「交通事業債（経営改善推進事業）」を創設する。

【発行対象】
改定した経営戦略等に基づく経営改善実行計画、収支計画を策定して経営改善に取り組むことを要件とし、

その経営改善効果額を限度に、①及び②について発行可能とする。

① 資金不足額（流動負債－流動資産）

② 経営改善の実施に必要な経費

【経営改善の取組例】
○運賃料金制度見直し
○民間バスとの共同経営
○駅ナカビジネスの拡充

【対象事業】
地方財政法に定める資金の不足額が生じている交通事業のうち、経営戦略を改定済又は改定に着手済の事業

【経営改善効果額の算定方法】
経営改善の取組毎の「収支改善見込額×効果年数（最大５年分）」の合計額

【必要な経費の例】
○プログラム改修
○ICカードシステム負担金
○調査費用

【一般会計繰出】 なし

※ 本交通事業債の発行初年度の前年度における減価償却前経常
損益が黒字の事業に限り、活用前年度までに開始した取組も対象
とするが、効果年数の算定において、既に経過した年数を控除する。

前年度の減価償却前経常損益が赤字の事業は、当該赤字額に
５を乗じた額を合計額から控除する。

経営改善効果額
算定例

単年度
効果額

（A）

効果継続
年数（B）

経営改善
効果額(A×B)

R6実施：運賃料金制度見直し ３ ５ １５

R4実施：駅ナカビジネスの拡充 １０ ３ ３０

R6起債限度額 ４５
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１．経営改善の
取組の必要性

○ 公営交通事業の旅客需要はコロナ禍前の水準まで回復しておらず、今後も旅客需要はコロナ禍以前の水準に
戻ることはないとの見方もあることから、公営交通事業は、新たな構造的な課題を抱えることとなったと言える。

○ 今後は令和５年度までに発行した「特別減収対策企業債」の償還負担が生じてくる。
○ このような経営環境の変化を踏まえた経営改善の取組を早急に進めることにより、経営の持続可能性を確保し

ていく必要がある。

２．具体的な
経営改善の取組

1. 環境変化後の旅客需要に見合った業務量の見直し
2. 運賃・料金制度の見直し
3. 附帯事業の活性化
4. 経営形態の検討

5. 地域公共交通の確保・維持
6. 施設・設備の最適化
7. 公債費負担の抑制・平準化
8. 経営状況の「見える化」

３．地方財政
措置等

公営交通事業等の経営安定化を支援するため、令和６年度より、以下の地方財政措置を講ずることとしている。
(1)交通事業債（経営改善推進事業）の創設
経営戦略等に基づく経営改善実行計画及び収支計画を策定して経営改善に取り組む団体の資金繰りを円滑に

し、経営改善を促進するため、令和６年度から令和８年度までの間、交通事業債（経営改善推進事業）を創設
することとしている。
交通事業債（経営改善推進事業）の対象事業は、地方財政法に定める資金不足額が生じている交通事業の

うち、経営戦略を改定済又は改定に着手済の事業としている。
また、その発行対象経費は、資金不足額及び経営改善の実施に必要な経費とし、経営改善効果額を限度に発

行できることとしている。
なお、経営改善効果額は、経営改善実行計画に基づく経営改善の取組毎の収支改善見込額に効果年数を乗

じた額の合計額とし、効果年数は最大で５年としている。

(2)資本費平準化債の対象拡充
公営企業会計の適用の進捗を踏まえ、公債費負担を適正な水準の料金収入等で賄える程度に平準化できるよ

う、資本費平準化債の発行可能額の算定において、過去に発行した資本費平準化債の元金償還金を新たに算定
対象に加えることとしている。
なお、資本費平準化債の償還期間については、対象償却資産の平均残存耐用年数以内としているほか、償還確

実性等を収支計画において確認できるものを同意等の対象とすることとしている。 17
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（参考）公営交通事業者の経営改善の取組事例

項目 取組 事例

環境変化後の旅客需要に見
合った業務量の見直し

輸送量の見直し バス系統の統合

平日10%減便などダイヤの見直し

経営資源のあり方の見直し 給料表見直し バスの減車 営業所統合

固定的なコストの削減 システムクラウド化 西神山手線ワンマン化

運賃・料金制度の見直し 運賃料金 川崎市バス:R4.10月 鹿児島市バス：R5.10月 伊丹市バス：R6.2月

割引制度 ポイント付与縮減 １日乗車券廃止

附帯事業の活性化 効果的な広告 大型デジタルサイネージ設置

遊休資産の活用 土地貸付

まちづくりと連携した取組 駅ビル開発 駅改修に合わせた店舗設置

経営形態の検討 民間への事業移譲 バス路線の民間移譲

民間委託 運行委託路線の拡大 駅の民間委託

上下分離・三セク 軌道運送高度化事業 三セクの活用

地域公共交通の確保 一般行政部門との連携 路線を一般会計に移管し民間へ委託(コミュバス)

独占禁止法特例法 長崎県営バスと長崎バスとの共同経営計画による路線効率化・減便

施設・設備の最適化 ＤＸ 故障予測ＡＩの活用

地域の脱炭素化 トンネル・駅構内の照明のＬＥＤ化

省エネ車両、電力回生システム導入

経営状況の見える化 路線毎の営業費用/営業収益を公表

イラストを用いた経営状況の分かりやすい広報
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